
四日市市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２７年１０月６日  

四日市市長  田 中 俊 行  

 

四日市市規則第４９号  

四日市市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則  

四日市市個人情報保護条例施行規則（平成１２年四日市市規則第７号）の一部を次

のように改正する。  

 

改正後 改正前 

 （個人情報管理責任者等） 

 第３条 条例第８条の規定により個人情

報の適正管理を行うため、同第２条第２

号に規定する実施機関の課（これに準ず

るものを含む。以下「所管課」という。）

に個人情報管理責任者（以下「管理責任

者」という。）を置き、所管課の長をも

って充てる。 

 ２ 管理責任者を補佐し、所管課の保有

する個人情報を適正に取り扱うため、所

管課に個人情報取扱責任者を置き、四日

市市文書取扱規程（昭和３４年四日市市

訓令甲第３号）第５条に規定する文書取

扱主任をもって充てる。ただし、文書取

扱主任を置かない所管課においては、管

理責任者が指名した職員をもって充て

る。 

  

（代理人による開示請求） （代理人による開示請求） 

第３条 条例第１２条第２項（条例第２

２条第２項、第２７条第２項及び第３１

第４条 条例第１２条第２項（条例第２

２条第２項、第２７条第２項及び第３１



条第２項において準用する場合を含

む。）の実施機関が別に定める者は、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める者とする。 

条第２項において準用する場合を含

む。）の実施機関が別に定める者は、１

５歳以上の本人又は本人の法定代理人

から本人の個人情報の開示請求（訂正請

求、削除請求及び中止請求を含む。）の

委任を受けた弁護士、司法書士及び行政

書士（以下「委任を受けた弁護士等」と

いう。）とする。 

  

(1) 個人情報（特定個人情報を除く。）

の開示請求、訂正請求、削除請求及び

中止請求 １５歳以上の本人又は本

人の法定代理人にから委任を受けた

弁護士、司法書士及び行政書士（以下

「委任を受けた弁護士等」という。） 

 

(2) 特定個人情報の開示請求、訂正請

求、削除請求及び中止請求 本人又は

本人の法定代理人から委任を受けた

者（以下「任意代理人」という。） 

 

  

（開示請求の手続） （開示請求の手続） 

第４条 （略） 第５条 （略） 

２ 条例第１３条第２項（条例第２０条

第３項、第２３条第３項、第２８条及び

第３２条において準用する場合を含

む。）に規定する本人又はその法定代理

人等であることを証明するために規則

で定める必要な事項は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める書類と

する。 

２ 条例第１３条第２項（条例第２０条

第３項、第２３条第３項、第２８条及び

第３２条において準用する場合を含

む。）に規定する本人又はその法定代理

人等であることを証明するために規則

で定める必要な事項は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める書類と

する。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

(4) 任意代理人が開示請求する場合  



ア 当該任意代理人に係る第１号に

掲げるいずれかの書類 

 

イ 委任状  

  

 （本人意思の確認）  

第５条 実施機関は、個人情報（特定個

人情報を含む。）の開示請求、訂正請求、

削除請求及び中止請求が、本人の法定代

理人その他本人以外の者からなされた

場合において、必要があると認めるとき

は、本人意思の確認のための措置を講ず

るものとする。 

 

  

 

第１号様式から第３号様式までを次のように改める。  

 



第１号様式（第５条関係） 

 整理番号 第 号 

個 人 情 報 開 示 請 求 書 

年  月  日  

（〒  ―   ）       

住 所           

請求者               

氏 名           

電話番号          

 四日市市個人情報保護条例第13条第１項の規定により、次のとおり個人情報の開示を請求しま
す。 
 

開示請求に係る

個人情報の内容 
 

開示方法の区分 
該当する□に、レ印
を付してください。 

□閲覧   □視聴   □写し（又は複写）の交付 

請 求 者 の 区 分 
該当する□に、レ印
を付してください。 

□本人 法定代理人       委任を受けた弁護士等 
    （本人との続柄   ）  □弁護士 
     □未成年者（15歳未満） □司法書士 
     □未成年者（15歳以上） □行政書士 
     □成年被後見人 
 
□任意代理人（委任を受けた弁護士等を除く。） 
  開示請求の対象が特定個人情報の場合にのみ 
  選択できます。 

法 定 代 理 人 等

本人以外の方が

請 求 す る 場 合 

本人の氏名  

本人の住所 
〒 

電話番号         

（注）(１) 請求の際には、本人であることを証明する書類（運転免許証、旅券等）の提出又は提示

が必要です。 

(２) 法定代理人が請求する場合は、（注）(１)の書類のほか、本人との関係を証明する書類

（戸籍謄本等）の提出又は提示が必要です。 

(３) 委任を受けた弁護士等が請求する場合は、（注）(１)の書類のほか、委任状と弁護士等

であることを証明する書類の提出又は提示が必要です。 

(４) 任意代理人が請求する場合は、（注）(１)の書類のほか、委任状の提出又は提示が必要

です。 

 〔処理欄〕※次の欄は記入しないでください。 

請 求 者 の 確 認 □運転免許証 □旅券 □その他（         ） 

代理資格の確認 

□戸籍謄本  □委任状 
□弁護士・司法書士・行政書士であることを証明する書類 
 （                       ） 
□その他（                    ） 

事 務 担 当 課        部      課（電話       ） 

備 考  

 



第２号様式（第６条関係） 

 整理番号 第 号 

個人情報開示決定通知書 

第     号  

年  月  日  

          様 

印  

     年  月  日付けで請求のありました個人情報の開示については、次のとおり開示を

することと決定しましたので、四日市市個人情報保護条例第17条第１項の規定により通知します。 

開示請求に係る

個人情報の内容 
 

個 人 情 報 の

開 示 日 時 

□次の日時におこしください。 
午前            

     年  月  日       時  分 
午後            

□開示日時の希望について、事務担当課にご連絡ください。 

個 人 情 報 の

開 示 の 場 所 
 

事 務 担 当 課 電話番号         

備 考  

（注）(１) 開示を受ける際は、この通知書を提示するとともに本人又はその法定代理人等であるこ

とを証明するために必要な書類（運転免許証等）を提出又は提示してください。 

(２) 法定代理人が開示を受ける際は、(１)の書類のほか、戸籍謄本その他法定代理人である

ことを証明する書類を提出又は提示してください。 

(３) 委任を受けた弁護士等が開示を受ける際は、(１)の書類のほか、委任状（個人情報の開

示について委任する旨明記されているもの）と弁護士等であることを証明する書類を提出又

は提示してください。 

(４) 任意代理人（委任を受けた弁護士等を除く。）が開示を受ける際は、(１)の書類のほか、

委任状（個人情報の開示について委任する旨明記されているもの）を提出又は提示してくだ

さい。 

(５) 指定の日時におこしいただけない場合には、あらかじめ事務担当課に電話等でご連絡く

ださい。 

(６) 開示日時が指定されていないときは、あらかじめ事務担当課と開示日時を決めてからお

こしください。 

 



第３号様式（第６条関係） 

 整理番号 第 号 

個人情報一部開示決定通知書 

第     号  
年  月  日  

            様 

印  

     年  月  日付けで請求のありました個人情報の開示については、次のとおりその一
部について開示をすることと決定しましたので、四日市市個人情報保護条例第17条第１項の規定に
より通知します。 

開示請求に係る

個人情報の内容 
 

個 人 情 報 の

開 示 日 時 

□次の日時におこしください。 
              午前 
     年  月  日       時  分 
              午後 
□開示日時の希望について、事務担当課にご連絡ください。 

個 人 情 報 の

開 示 の 場 所 
 

一 部 を 開 示

し な い 理 由 

四日市市個人情報保護条例第14条第１項第    号該当 

事 務 担 当 課 電話番号         

備 考  

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に 
        に対して、不服申立てをすることができます。 
また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算し

て６か月以内に、市を被告として提起することができます。（なお、決定を知った日から６か月以内
であっても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しを提起することができなくなります。）た
だし、不服申立てを行った場合、この決定の取消しの訴えは、その不服申立てに対する決定の送達を
受けた日の翌日から起算して６か月以内に提起しなければなりません。 

（注）(１) 開示を受ける際は、この通知書を提示するとともに本人又はその法定代理人等であること
を証明するために必要な書類（運転免許証等）を提出又は提示してください。 

 (２) 法定代理人が開示を受ける際は、(１)の書類のほか、戸籍謄本その他法定代理人であるこ
とを証明する書類を提出又は提示してください。 

 (３) 委任を受けた弁護士等が開示を受ける際は、(１)の書類のほか、委任状（個人情報の開示
について委任する旨明記されているもの）と弁護士等であることを証明する書類を提出又は
提示してください。 

 (４) 任意代理人（委任を受けた弁護士等を除く。）が開示を受ける際は、(１)の書類のほか、
委任状（個人情報の開示について委任する旨明記されているもの）を提出又は提示してくだ
さい。 

 (５) 指定の日時におこしいただけない場合には、あらかじめ事務担当課に電話等でご連絡くだ
さい。 

 (６) 開示日時が指定されていないときは、あらかじめ事務担当課と開示日時を決めてからおこ
しください。 



第１２号様式を次のように改める。  

 



第12号様式（第10条関係） 

 整理番号 第 号 

個人情報（訂正・削除・中止）請求書 

年  月  日  

（〒  ―   ）  

住 所           

請求者               

氏 名           

電話番号          

 四日市市個人情報保護条例第23条第１項（第28条及び第32条において準用する場合を含む。）の
規定により、次のとおり個人情報の訂正・削除・中止を請求します。 

請 求 の 区 分 
該当する□に、レ印
を付してください。 

□訂正   □削除   □中止 

請求に係る個人

情 報 の 内 容 
 

訂正･削除･中止

を求める内容 
 

請求者の区分 
該当する□に、レ印
を付してください。 

□本人 法定代理人       委任を受けた弁護士等 
    （本人との続柄   ）  □弁護士 
     □未成年者（15歳未満） □司法書士 
     □未成年者（15歳以上） □行政書士 
     □成年被後見人 
 
□任意代理人（委任を受けた弁護士等を除く。） 
  開示請求の対象が特定個人情報の場合にのみ 
  選択できます。 

法定代理人等が

請求する場合 

本人の氏名  

本人の住所 
〒 

電話番号         

（注）(１) 請求の際には、本人であることを証明する書類（運転免許証、旅券等）の提出又は提示

が必要です。 

(２) 法定代理人が請求する場合は、（注）(１)の書類のほか、本人との関係を証明する書類

（戸籍謄本等）の提出又は提示が必要です。 

(３) 委任を受けた弁護士等が請求する場合は、（注）(１)の書類のほか、委任状と弁護士等

であることを証明する書類の提出又は提示が必要です。 

(４) 任意代理人が請求する場合は、（注）(１)の書類のほか、委任状の提出又は提示が必要

です。 

 〔処理欄〕※次の欄は記入しないでください。 

請求者の確認 □運転免許証 □旅券 □その他（         ） 

代理資格の確認 

□戸籍謄本  □委任状 
□弁護士・司法書士・行政書士であることを証明する書類 
 （                       ） 
□その他（                    ） 

事 務 担 当 課        部       課（電話      ） 

備 考  

 



   附 則 

 この規則は、平成２７年１０月６日から施行する。  

（総務部総務課） 


